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原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
、２
０
２
２
（
令
和
４
）

年
11
月
22
日
、
外
国
人
材

の
受
入
れ
・
共
生
に
関
す

る
関
係
閣
僚
会
議
の
下
に
、

「
技
能
実
習
制
度
及
び
特
定

技
能
制
度
の
在
り
方
に
関

す
る
有
識
者
会
議
」
が
設

置
さ
れ
、同
年
12
月
か
ら
議

論
を
開
始
。
２
０
２
３（
令

和
５
）年
5
月
11
日
に
中
間

報
告
書
を
、同
年
11
月
30
日
に
最
終
報
告
書
を
と
り

ま
と
め
た
。

　
最
終
報
告
書
で
は
ま
ず
、
両
制
度
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
は
、
国
際
的
に
も
理
解
が
得
ら
れ
、
日
本
が

外
国
人
材
に
選
ば
れ
る
国
に
な
る
よ
う
、

①�

外
国
人
の
人
権
が
保
護
さ
れ
、
労
働
者
と
し
て
の

権
利
性
を
高
め
る
こ
と

②�

外
国
人
が
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
し
つ
つ
活
躍
で
き
る

わ
か
り
や
す
い
仕
組
み
を
作
る
こ
と

③�

す
べ
て
の
人
が
安
全
安
心
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き

る
外
国
人
と
の
共
生
社
会
の
実
現
に
資
す
る
も
の

　出入国在留管理庁・技能実習制度及び
特定技能制度の在り方に関する有識者会
議は 2023（令和５）年 11 月 30 日、
現在の技能実習制度を「発展的に解消」
し、人材確保と人材育成に主眼を置く新
制度（「育成就労制度」）を求める最終報
告書をとりまとめました。
　新たな制度では、基本的に３年の育成
期間で特定技能１号の水準の人材に育
成、受け入れ対象分野は現行の技能実習
制度の職種等を機械的に引き継ぐのでは
なく新たに設定し、特定技能制度におけ
る「特定産業分野」の設定分野に限定、
受け入れ対象分野ごとに受け入れ見込み
数を設定（上限数として運用）、「やむを
得ない場合」の転籍の範囲を拡大・明確
化し、一定の条件で本人の意向による転
籍を認める、特定技能制度は適正化を図
ったうえで現行制度を存続する等の内容
となっています。介護分野の人材確保策
への影響を考えます。

と
す
る
こ
と

と
い
う
３
つ
の
視
点
（
ビ
ジ
ョ
ン
）
に
重
点
を
置
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
見
直
し
の
方
向
性
と
し
て

①�

技
能
実
習
制
度
を
、
人
材
確
保
と
人
材
育
成
を
目

的
と
す
る
新
た
な
制
度
と
す
る
な
ど
、
実
態
に
即

し
た
見
直
し
と
す
る
こ
と

②�

外
国
人
材
に
日
本
が
選
ば
れ
る
よ
う
、
技
能
・
知

識
を
段
階
的
に
向
上
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
客
観
的

に
確
認
で
き
る
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
で
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
を
明
確
化
し
、
新
た
な
制
度
か
ら
特
定
技

能
へ
の
円
滑
な
移
行
を
図
る
こ
と

③�

外
国
人
の
人
権
保
護
の
観
点
か
ら
、
一
定
の
要
件

の
下
で
本
人
の
意
向
に
よ
る
転
籍
を
認
め
る
と
と

も
に
、
監
理
団
体
・
登
録
支
援
機
関
・
受
け
入
れ

機
関
の
要
件
厳
格
化
や
関
係
機
関
の
役
割
の
明
確

化
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

④�

外
国
人
材
の
日
本
語
能
力
を
段
階
的
に
向
上
さ
せ

る
仕
組
み
の
構
築
や
、
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
環

境
を
整
備
す
る
取
り
組
み
（
※
１
）
に
よ
り
、
外

国
人
と
の
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
す
こ
と

と
い
う
４
点
を
あ
げ
、
こ
れ
に
沿
っ
て
見
直
し
を
行

う
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　
な
お
、
留
意
事
項
と
し
て
、
現
行
制
度
の
利
用
者

技
能
実
習
制
度
は「発

展
的
に
解
消
」

　
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
分
野
で
人
手
不
足
が
深

刻
化
す
る
な
か
、
技
能
実
習
制
度
・
特
定
技
能
制
度

に
よ
る
外
国
人
材
は
、
日
本
の
経
済
社
会
の
担
い
手

と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
現
行
の
技
能
実
習
制
度

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
転
籍
が
で
き
な
い
こ
と

や
監
理
団
体
に
よ
る
監
理
・
支
援
が
十
分
で
な
い
場

合
が
あ
る
こ
と
等
が
、人
権
侵
害
や
法
違
反
の
背
景
・

外
国
人
材
を
め
ぐ
る

制
度
の
動
向

WAMー2024.1●2

※１…�政府においては、「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」（令和４年６月14日関係閣僚会議決定。令和５年６月９日一部変更）、「外国人材の受入れ・
共生のための総合的対応策」（平成30年12月25日関係閣僚会議決定。令和５年６月９日改訂）等に基づき、外国人材の受け入れ環境の整備が進められている。
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動
し
て
い
る
企
業
に
お
け
る
１
年
以
内
の
育
成
等
）、

引
き
続
き
実
施
す
る
意
義
の
あ
る
も
の
は
、
新
た
な

制
度
と
は
別
の
枠
組
み
（
既
存
の
在
留
資
格
の
対
象

拡
大
等
）
で
の
受
け
入
れ
を
検
討
す
る
。

　
新
た
な
制
度
（
育
成
就
労
制
度
）
の
受
け
入
れ
対

象
分
野
は
、
現
行
の
技
能
実
習
制
度
の
職
種
等
を
機

械
的
に
引
き
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
新
た
な
制
度
と
技

能
実
習
制
度
の
趣
旨
・
目
的
の
違
い
を
踏
ま
え
、
新

た
に
設
定
す
る
。
ま
た
、
人
手
不
足
分
野
に
お
け
る

特
定
技
能
１
号
へ
の
移
行
に
向
け
た
人
材
育
成
を
目

指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
定
技
能
制
度
に
お

等
へ
の
配
慮
、
地
方
や
中
小
零
細
企
業
へ
の
配
慮
を

あ
げ
て
い
る
。

「
技
能
実
習
制
度
」
か
ら

「
育
成
就
労
制
度
」
に

　
具
体
的
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る

（
図
参
照
）。

　
新
制
度
と
特
定
技
能
制
度
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
技
能
実
習
制
度
を
発
展
的
に
解
消
し
、

人
材
確
保
と
人
材
育
成
を
目
的
と
す
る
新
た
な
制
度

を
創
設
し
、
基
本
的
に
３
年
間
の
育
成
期
間
で
、
特

定
技
能
１
号
の
水
準
の
人
材
に
育
成
し
て
い
く
こ
と

を
目
指
す
。
な
お
、
中
間
報
告
書
で
は
特
定
技
能
制

度
は
「
廃
止
」と
記
述
さ
れ
て
い
た
が
、
最
終
報
告

書
で
は
「
発
展
的
に
解
消
」と
な
っ
た
。
ま
た
、
新

制
度
の
名
称
は
、「
育
成
就
労
制
度
」
と
す
る
案
を

示
し
て
い
る
。

　
特
定
技
能
制
度
に
つ
い
て
は
、
適
正
化
を
図
っ
た

う
え
で
現
行
制
度
を
存
続
す
る
。
ま
た
、
現
行
の
企

業
単
独
型
技
能
実
習
の
う
ち
、
新
た
な
制
度
と
は
趣

旨
・
目
的
を
異
に
す
る
も
の
の
（
例
：
国
際
的
に
活

WAMー2024.1●23 ●WAMー2024.1

•現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設。
•基本的に3年間の育成期間で、特定技能1号の水準の人材に育成。
•特定技能制度は、適正化を図った上で現行制度を存続。
※現行の企業単独型技能実習のうち、新たな制度の趣旨・目的に沿うものは適正化を図った上で引き続き実施し、趣旨・目的を異にする
ものは、新たな制度とは別の枠組みでの受け入れを検討。

１　新たな制度及び特定技能制度の位置付けと両制度の関係性等

•受け入れ対象分野は、現行の技能実習制度の職種等を機械的に引き継ぐのではなく新たに設定し、特定技能制度における「特定産業分
野」の設定分野に限定。
　※国内における就労を通じた人材育成になじまない分野は対象外。
•従事できる業務の範囲は、特定技能の業務区分と同一とし、「主たる技能」を定めて育成・評価（育成開始から1年経過・育成終了時までに
試験を義務付け）。
•季節性のある分野（農業・漁業）で、実情に応じた受け入れ・勤務形態を検討。

2　新たな制度の受け入れ対象分野や人材育成機能の在り方

•特定技能制度の考え方と同様、新たな制度でも受け入れ対象分野ごとに受け入れ見込数を設定（受け入れの上限数として運用）。
•新たな制度及び特定技能制度の受け入れ見込数や対象分野は経済情勢等の変化に応じて適時・適切に変更。試験レベルの評価等と合わ
せ、有識者等で構成する会議体の意見を踏まえ政府が判断。

3　受け入れ見込数の設定等の在り方

•「やむを得ない事情がある場合」の転籍の範囲を拡大・明確化し、手続を柔軟化。
•これに加え、以下を条件に本人の意向による転籍も認める。
　▶計画的な人材育成等の観点から、一定要件（同一機関での就労が1年超／技能検定試験基礎級・日本語能力A1相当以上の試験（日本

語能力試験N5等）合格／転籍先機関の適正性（転籍者数等））を設け､同一業務区分に限る。
•転籍前機関の初期費用負担につき、正当な補填が受けられるよう措置を講じる。
•監理団体・ハローワーク・技能実習機構等による転籍支援を実施。
•育成終了前に帰国した者につき、それまでの新たな制度による滞在が2年以下の場合、前回育成時と異なる分野・業務区分での再入国を認める。
•試験合格率等を受け入れ機関・監理団体の許可・優良認定の指標に。

4　新たな制度での転籍の在り方

•技能実習機構の監督指導・支援保護機能や労働基準監督署・地方出入国在留管理局との連携等を強化し、特定技能外国人への相談援助
業務を追加。
•監理団体の許可要件等厳格化。
　▶受け入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限／外部監視の強化による独立性・中立性確保。
　▶職員の配置、財政基盤、相談対応体制等の許可要件厳格化。
•受け入れ機関につき、受け入れ機関ごとの受け入れ人数枠を含む育成・支援体制適正化、分野別協議会加入等の要件を設定。
　※優良監理団体・受け入れ機関については、手続簡素化といった優遇措置。

5　監理・支援・保護の在り方

•新制度から特定技能1号への移行は、以下を条件。
　①技能検定試験3級等又は特定技能1号評価試験合格
　②日本語能力A2相当以上の試験（日本語能力試験N4等）合格
　　※当分の間は相当講習受講も可
•試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。
•支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、職員配置等の登録要件を厳格化／支援実績・委託費等の開示を義務付け。キャリア形成の
支援も実施。
•育成途中の特定技能1号への移行は本人意向の転籍要件を踏まえたものとする｡

6　特定技能制度の適正化方策

•地方入管、新たな機構、労基署等が連携し、不適正な受け入れ・雇用を排除。
•制度所管省庁は、業所管庁との連絡調整等、制度運用の中心的役割。
•業所管省庁は、受け入れガイドライン・キャリア形成プログラム策定、分野別協議会の活用等。
•日本語教育機関の日本語教育の適正かつ確実な実施、水準の維持向上。
•自治体は、地域協議会への積極的な参画等により、共生社会の実現、地域産業政策の観点から、外国人材受け入れ環境整備等の取り組みを推進。

7　国・自治体の役割

•二国間取決め（MOC）により送出機関の取り締りを強化。
•送出機関・受入れ機関の情報の透明性を高め、送出国間の競争を促進するとともに、来日後のミスマッチ等を防止。
•支払手数料を抑え、外国人と受け入れ機関が適切に分担する仕組みを導入。

8　送出機関及び送出しの在り方

•継続的な学習による段階的な日本語能力向上。
　▶就労開始前にA1相当以上の試験（日本語能力試験N5等）合格又は相当講習受講
　　特定技能1号移行時にA2相当以上の試験（〃N4等）合格※当分の間は相当講習受講も可
　　特定技能2号移行時にB1相当以上の試験（〃N3等）合格
　※各分野でより高い水準の試験の合格を要件とすることを可能とする（4、6に同じ）。
•日本語支援に取り組んでいることを優良受け入れ機関の認定要件に。
•日本語教育機関認定法の仕組みを活用し、教育の質の向上を図る。

9　日本語能力の向上方策

•政府は、人権侵害行為に対しては現行制度下でも可能な対処を迅速に行う。
•政府は、移行期間を十分に確保するとともに丁寧な事前広報を行う。
•現行制度の利用者等に不当な不利益等を生じさせず、急激な変化を緩和するため、本人意向の転籍要件に関する就労期間について、当分
の間、分野によって1年を超える期間の設定を認めるなど、必要な経過措置を設けることを検討。
•政府は、新たな制度等について、適切に情報発信し、関係者の理解を促進する。
•政府は、新たな制度の施行後も、運用状況について不断の検証と見直しを行う。

10　その他（新たな制度に向けて）

最終報告書概要図
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地
域
に
求
め
ら
れ
る

医
療
ニ
ー
ズ
に
対
応

　

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る
公
益
財

団
法
人
近
江
兄
弟
社
ヴ
ォ
ー
リ
ズ
記
念

病
院
（
理
事
長
：
三
ツ
浪
健
一
氏
）
は
、

「
キ
リ
ス
ト
教
の『
隣
人
愛
』と『
奉
仕
』

の
業
を
、医
療
を
通
し
て
実
践
し
ま
す
」

と
い
う
基
本
理
念
の
も
と
、
急
性
期
か

ら
回
復
期
、
終
末
期
ま
で
患
者
に
寄
り

添
う
医
療
を
提
供
し
て
い
る
。

　

同
院
は
、
大
正
７
年
に
結
核
療
養
所

と
し
て
開
設
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、
開

院
後
１
０
０
年
が
経
過
す
る
な
か
で
、

医
療
体
系
の
変
化
や
、
地
域
に
求
め
ら

れ
る
医
療
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
か
た
ち

で
、
医
療
機
能
や
病
床
機
能
を
変
化
さ

せ
て
き
た
。

　

病
床
数
は
、
急
性
期
病
床
18
床
、
地

域
包
括
ケ
ア
病
床
32
床
、
医
療
療
養
病

床
42
床
、
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
病
床
60
床
、
緩

和
ケ
ア
病
床
（
ホ

ス
ピ
ス
）
16
床
の

計
１
６
８
床
と
な

り
、
現
在
は
亜
急

性
期
か
ら
慢
性
期

の
患
者
が
大
半
を

占
め
、
ケ
ア
ミ
ッ

ク
ス
型
の
病
院
機

能
の
充
実
を
図
っ

て
い
る
。

　

緩
和
ケ
ア
病
床

は
、
平
成
18
年
に

独
立
型
ホ
ス
ピ
ス

と
し
て
開
設
し
、

県
内
で
ホ
ス
ピ
ス

を
有
す
る
医
療
機

関
5
カ
所
の
う
ち
、

唯
一
の
民
間
病
院

と
な
っ
て
い
る
。

　

法
人
施
設
と
し

て
は
、
介
護
老
人

保
健
施
設
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
を
運
営
す
る

ほ
か
、
訪
問
診
療
、
訪
問
看
護
、
訪
問

介
護
、
看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
な
ど
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
、

地
域
の
な
か
で
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
こ

と
を
支
え
て
い
る
。

　

地
域
の
医
療
提
供
体
制
に
つ
い
て
、

常
務
理
事
・
病
院
長
の
五
月
女
隆
男
氏

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
「
市
内
で
は
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
と

し
て
高
度
急
性
期
医
療
を
担
う
市
立
総

合
医
療
セ
ン
タ
ー
、
精
神
障
害
お
よ
び

認
知
症
疾
患
の
対
応
を
担
う
滋
賀
八
幡

病
院
、
回
復
期
・
終
末
期
を
中
心
と
し

た
地
域
に
密
着
し
た
後
方
支
援
を
担
う

当
院
の
3
病
院
が
機
能
分
化
を
図
り
、

連
携
体
制
を
構
築
し
て
い
ま
す
。
当
院

の
属
す
る
東
近
江
医
療
圏
は
、
医
療
連

携
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
り

ま
す
し
、
医
師
会
と
の
つ
な
が
り
も
強

固
で
、
診
療
所
と
の
連
携
が
図
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
特
色
と
な
っ
て
い
ま
す
」。

急性期から回復期、終末期まで
患者に寄り添う医療を提供

　福祉医療機構では、地域の福祉医
療基盤の整備を支援するため、有利
な条件での融資を行っています。今
回は、その融資制度を利用された滋
賀県近江八幡市にあるヴォーリズ記
念病院を取りあげます。同院は令和
4 年 11 月に病院を新築移転し、
医療機能の強化と療養環境の改善を
図っています。新病院の概要や取り
組みについて取材しました。

— 滋賀県近江八幡市・公益財団法人近江兄弟社 ヴォーリズ記念病院 —
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施設の概要施設の概要

〒 523−0805
滋賀県近江八幡市円山町 927 番地 1
  TEL   0748−32−5211　
  FAX   0748−32−2152
  URL   https://www.vories.or.jp/

開　　設：大正 7 年
理 事 長：三ツ浪　健一
病 院 長：五月女　隆男
病 床 数：168 床（急性期 18 床、地域包括ケ

ア 32 床、回復期リハビリテーション 60 床、医療療養 42 床、緩和ケア 16 床）
診 療 科：内科、循環器内科、消化器内科、神経内科、糖尿病内科、内分泌内科、泌尿器科、

外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、緩和ケア科、リハビリテーション科、
麻酔科、専門外来（褥瘡）

法人施設：介護老人保健施設／訪問介護／訪問看護／看護小規模多機能型居宅介護／居宅介護
支援／介護予防拠点

公益財団法人 ヴォーリズ記念病院近 江 兄 弟 社
　　　　　　 　　　　

oka
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〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 総務部 広報課
TEL：03-3438-9240 fax：03-3438-9949
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